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ス ウ ェ ー デ ン に お け る

産業別賃金交渉体制の形成と女性賃金問題
一 連帯賃金政策への女性の統合一

北 明 美

は.じ め.に

産別組合主義 と産別賃金交渉体制の成立は,ヨ ーロッパの労働運動演同一労

働同一賃金原則を発展 させるための重要な歴史的条件のひとつであった。ス

ウェーデンの労働組合も,19世 紀の末か ら始まる50年ほどを費やして,漸 進的

にこうした体制を確立 していく。だが,経 営側は,単 に受動的にこの過程に適

癒 したのではなかったφむしろ経営側がこの体制の形成をリー ドし,そ のため

に組合側に積極的に働 きかけていったことは,ス ウェーデンの労使関係をめぐ

.る古典的な研究がつとに指摘するところであり,ま た協約 自治,労 使自治の

ヴォランタリズムが早期に形成された証左のひとつ として,す でに戦.前から諸

外国の注目を集めていだ〕。スウェーデンの労資は,そ れぞれの動機 と戦略の

もとに,協 調 と対立の諸局面を密接に結び合わせながら産別賃金交渉体制を発

展させていったのであ り,本 稿では,そ の態様をできるだけ複眼的に描 き出す

ように努めた。このような産別賃金交渉体制の展開は,同...一労働同一賃金原則

の一定の進展をもたらした反面,男 女別建て賃金制度の存続,産 業間の賃金格

差問題やホワイ.ト.カラー職種 ・ブルーカラー職種の境.界問題など,組 合運動が

1)T.L.Johnston,α 漁c〃 麗 魚 即 π加gゴ η5鯉48,ポ 丑 ∫!甜4yげ`helaboura刀dit∫In∫f細 面略

GeorgeAI丘en且ndlinwin,.1962,PP.65..66 ,84,E.Erich記n,ScandinavianEmployersandCollec・

丘vεLal)ourAgreements:1・II,1.t㎝ 昭'`川alLaゐ 側rR郡 ゼ♂即 ,Vo1.26.PP.672-692,821-840,

1932,
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克服すべき課題を必然的に顕在化させていった。そして,ま さにこのことが連

帯賃金政策 と男女賃金格差縮小運動の進展,全 産業を貫 く中央集権的賃金交渉

体制,政 府の社会保障政策 ・労働 市場政策 と労働組合運動の連携など,第:二次

大戦後本格的に推進されたスウェーデン労働運動の諸特質を形成する端緒 と

なったのである%し たがって,本 稿 の目的 と特色は,以 上 の諸問題をス

ウェーデンにおける産別賃金交渉体制の展開の諸契機として統一的に捉え,そ

の内的諸関連を明らかにするとともに,次 の時代の新たな労資交渉体制に導 く

諸契機を確定しようとする点にある。

凋」
団一
.

置 産 業 別組 合の 形 成 と男 女 同 一 労働 同 一賃 金 決 議

(産業別組織への移行》 ス ウ エー デ ン工 業 の 機 械 化 は1870年 代 か ら進行 した が,

恒 常 的 な組 織 に よ る本 格 的 な労 働 組 合 運 動 が 展 開 され るの は1880年 代 か らで

あ った。 さ らに,1880年 代 の半 ば以 降,労 働 組 合 は地 方 組 織 か ら全 国組 織 へ と

発 展 し始 め,1898年 に は これ らが 構 成 す る ブ ルー カ ラ」 組 合 の 総 連 合 体,LO

(LandsorganisationeniSverige・ ス ウ ェ ーデ ン労 働 組 合 連 合)が 結 成 され る に

至 る。 これ に対抗 して,使 用 者 団体 も,1890年 代 に地 方 組 織 か ら全 国組 織 へ と

発 展 し,1902年 に は,LOに 対 応 す る使 用 者 側 の 連 合 体,SAF〔Svenska

.arbetsgivarefbringen・ ス ゥェ 」 デ ン使 用 者 連 盟)が 創 設 さ れ た。 結 成 時 に は

い くつ か の 有 力 な全 国組 織 が 外 部 に とど ま って い た が,第 一次 大 戦 後 頃 まで に

は それ らの加 盟 も実 現 し,SAFは 工 業 に お け る大 部 分 の 民 間使 用 者 団 体 を組

織 す る総 連合 体 に発 展 した。 とこ ろで,1890年 代 に 登場 した大 量 生 産方 式 は,

次 第 に従 来 の 職 能 技 術(ク ラ フ ト〉 を 掘 り崩 し始 め た。SAFは.,1904年 に業

種(ト レー ド)別 に使 用 者 組 織 を編 成 して い く方 針 を採 用 したが,使 用 者 の 全

2)現 代にいたるまでのスウェーデンの団体交渉制度と連帯賃金政策の発展を解説したものとして

は,宮 本紐1～「労使関係と労働市場」岡沢意業 ・奥島孝康編 『スウェ「デンの経済」早稲田大学

出版部,1994年,PP.31-51.白 井暗潮 「スウェーデン・モデルの変容一 労働市場の変化を素

材 として→ 一Xコ」『北海道大学法学論集」42-6,43-6,1992年,鋼 橋 「スウェーデンにおける

男女平等政策の今」竹中恵美子 ・.久場嬉子編著 『労働力の女性化.・...一21世紀へのパラダイム」有

斐閣選書.1994年,vv.231-236他 。
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国組 織 の い くつ か は,す で に早 い時 期 か ら産 業 単 位 で 形 成 され て い た。 上 記 の

技 術 的 変 化 に応 じて,連 合 体 と して のSAFも また,と くにユ909年 以 降 産 業 別

組 織 を基 本 原 理 とす る使 用 者 組 織 へ の再 編 を精 力 的 に 進 め て い く。

他 方,労 働 組 合 の側 で は クラ7ト ・ユ ニ オ ンが 全 国 組織 に まで 発 展 して い た

が,ま だ そ の歴 史 は あ さか った た め,.ク ラ フ トの境 界 が 「神 聖 化 」 され るほ ど

には 至 って い なか った3>。.乏はい え,そ れ で も ク ラ フ ト ・ユ ニ オ ンの 勢 力 はか

な り強 く,こ れ が 不 熟 練 労働 者 を 含 む ジ ェ ネ ラル ・ユ ニ オ ンや 原 材 料 別 組 合4,

と並 んで,産 業 別 組 合 と競 合 す る状 態 が20世 紀 に な っ て も続 い て い た の で あ る。

しか し,社 会 主 義 者 た.ちは,す で に前 世紀 の80年 代 か ら,階 級 的 な規 模 の組 合

組 織 の構 築 を め ざ して,ク ラ フ ト的 な 閉鎖 性 を じ ょ じ ょに打 破 して い こ う と し

て い た 。 またLOの 指 導 層 は,相 互 に 関 連 す る職 種 の す べ て の労 働 者 を 同 じ

全 国組 合 に組 織 して,そ れ らに よ っ て交 渉 や.ス トラ イ キを行 う利 点 と必 要 性 に

関心 を も ち,そ こか ら産業 別 原 理 の選 択 に傾 い て い った 。 こ う して,19⑪6年,

LO大 会 は 正 式 に産 別 組 織 化 の原 則 を決 定 す る に至 る。 た だ し,傘 下 の 組 合 の

中 に は,強 い 反対 もあ る事 を考 慮 して,当 面 は 漸進 的 に移 行 を図 る方 針 が と ら

れ た 。.その後1912年 の最 初 の組織 再 編 計 画 か ら,第 二 次 大 戦 の戦 後 にい た るま.

で 長 い 期 間 を か け て,こ の 移 行 は 進 め られ てい く5,。1920年 代 の 合 理 化 の進 行

の 中 で,産 業 の枠 組 み そ の もの が 流動 的 とな る とい う問 題 も生 じた が,1922年

のLO大 会 は 労働 者 の 保 護 が 確 保 され る 限 り技 術 革 新 や 労 働 の単 純 化 に よ る

生産 性 向上 に適 応 して い く姿 勢 を 表 明 した。 また,こ の 大 会 で は,産 業 別組 合

主義 は社 会主 義 の ラ イ ンに 沿 って生 産 を組 織 化 して 行 くた め の 重 要 な 武 器 とな

る と も主 張 され た 。 しか し,1926年 の再 編 言1.画の 改 訂 以 降 は,主 張 の 力点 は賃

3).T.L.JohnstDn,ibi〔1.,1962,pp、61-62.

4)原 材料別組合はクラフト・ユニオンと異な り,同 じ原材料を用いて作業する労働者を熟練に関

わりなく組織するが,そ れは産業の境界を超えるため産業別組合とも異なる。当時の金属労働者

組合や木工業労働組合がこれにあたる。」.FuLch㏄は,こ の形態が産業別組.合への橋渡しの役割

を果 た した点に 注 目 してい る。J.Fulnher,"(httheExplanationoflndustriatRelation

Diversity:LabourMov㎝ents,EmployersandtheStateinBritainandSweden,"翫.々 ∫AJour-

p麗z'ofIr星ぜん∫〃ゴα11モ8'αfガoη革26:2,MY1988,vv.261-262.

5)そ の後もいくつかの職種別組合は存続した。
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金 交 渉 に お い て産 別 組 織 が 持 つ利 点 の ほ うに移 っ て い く。

(全国協約 と同一労働 同一賃金 の原 則)従 来 賃 金 交 渉 と協 約 締 結 は個 々の 使 用.

者 と労働 組 合 の地 方 組 織 に よ って な さ れ て い た。 この点 で の 移 行 が 始 ま っ た の

は,組 合 側 の 要求 に よ って 機械.1:業 の使 用 者 組 織 との交 渉 が 行 わ れ,賃 金 につ

い て の最 初 の全 国交 渉 と協 約 が 実現 した1905年 の こ とで あ る。 た だ し この 時 は

労働 側 は ま だ 産業 別 組 合 に移 行 して お らず,こ の産 業 部 門 の 種 々 の 労働 組 合 が

そ れ ぞ れ規 定 す る最 低 賃 金 が 全 国 的 に適 用 され る とい う方 式 が と られ て い た。

次 の 一歩 は1908年 で,や は りこの機 械 工 業 部 門 にお い て8つ の 労働 組 合が 共 同

で 単 一 の 協 約 を締 結 す る とい う方式 に 進 ん で い る%交 渉 主 体 の こ の よ う な上

方移 動 と協 約 の全 国化 は この後19ユ0年 代 か ら各 部 門 に波 及 し始 め,1920年 代 に

は地 方 レベ ル にか わ って全 国 レベ ルで の交 渉 ・協 約 が ほ ぼ 支 配 的 に な っ た。 さ

らに これ に組 合 側 の産 業 別組 織 化 が 伴 うよ うに な り,全 国 交 渉 ・協約 が 同時 に.

産別 交 渉 ・協 約 で もあ る とい う状 態 が 基 本 的 に達 成 され るの は 大体1930年 代 の

半 ばで あ るηQ

この過 程 は,同7労 働 同一 賃 金 の原 則 か ら見 て 二 つ の 意 義 を持 っ て い た。 第

一 は
,こ の過 程 の 中で,地 方 協 約 レベ ル に見 られ た 企 業 間 賃 金格 差が,産 別 の

全 国協 約 に よ る統 一 的 な賃 金 レー トの 設 定 の もとで 圧 縮 さ れ て い っ た こ と,第

二 ほ,従 来.子供 の 数 な どに応 じて賃 金 に付 加 され て い た 家族 扶 養 手 当が,1920

年 代 に大 部 分 廃 止 され た こ とで あ る。 こ.の手 当 は,鉱111,鉄 鋼,繊 維 産業 で は

第一 次 大 戦 前 か ら,ま た他 の民 間 ・公 共 部 門 で は 大 戦 中 か ら,お もに物 価 上 昇

手 当 の名 目で 支 給 され て きたが,同 一 労 働 同 一 賃 金 の 原則 に 反 し,使 用 者 が 全

般 的 な賃 上 げ を回避 す る手 段 とな る な どの 問 題 点 が 組 合 側 に改 め て認 識 され た

こ とか ら,第 一次 大 戦後 の全 国協 約 普 及 と と もに,繊 維 な どの一 部 の産 業 を除

6)こ の8組 合も,ク ラフト・ユニオンや原材料別組合など種々の形態から成っていた。

7)1908年 には,LO傘 下の労働者84,083名をカバーする781の地方協約と41,006名をカバーす る

9ほ どの全国協約が存在 していたが,1925年 には,25.030名 をカバーす る261の地方協約 と

121,44ユ名をカバーする22の全国協約が存在するという状態に代わった。P、JacksonandK.Sis-

5Qn,Employers'ConfederationsinSwedenandtheU.K.andtheSignificanceoflnd口stdalIn.

fra3tructure,Ie正巳rence30,BritishJaurnuln(IndustrialRelations,14-4,p,321.



スウェーデンにおける産業別賃金交渉体制の形成と女性賃金問題(75)75

い て,次 第 に廃 止 され て い った ので あ った ㌔

(男女別 建て賃 金の存続》 とこ ろ で,ス ウ ェ ー デ ンの女 性 ブ ル ー カ ラ ー労 働 者

は,1870年 か ら1900年 にか けて,い.く つ か の女 性 労 働 組 合 を 設 立 した が,通 常

これ らは設 立 後 数 年 の あい だ に対 応 す る男 性 の労 働 組 合 に吸 収 さ れ て い っ た。

1902年 に は,女 性 労 働 組 合 を結 集 す る連 合体 も結 成 され た が,こ れ もま た,7

.年 後 には すで に結 成 さ れ て いたL()と 融 合 す る に至 る。 この1909年 にLO大

会 は 男 女 同.・労 働 同一 賃 金 原 則 の 決議 を行 った。.だが,こ の 決 議 は 事 実 上 死文

と化 した まま の状 態 で あ った 。 この 決議 の前 も後 も,現 実 に は,女 性 が 男性 の

2分 の1か ら3分 の2の 賃 金 と な る男 女 別 建 て の賃 金 シス テ ムが 恒 に 存 在 して

お り,上 述 の よ うな交 渉 と労 働協 約 の 変 遷 ・発 展 もま た,こ の 点 につ い て の 変

化 を もた らす こ とは なか っ た ので あ る。 組 合 の側 が,こ の よ うな 女 性 の 賃 金 に

つ い て,批 判 的 な付 記 を協 約 に とどめ る とい う こ とさ え な され なか った 。 次 の

(1×2〕に例 示 す るの は,金 属 労 働 者 組 合 の 全 国協 約 に お ける賃 金 規 定 の 分 類 方 法

で あ る9)。 これ は,後 の 時 代 の資 料 で あ るが,賃 金 規 定 の体 裁 は 当 時 も この よ

う な もの で あ った ろ う。・これ は,時 間賃 金 に適 用 され る最 低 賃 金 を設 定 す る際

の分 類 で あ るが,出 来 高賃 金率 もま た,同 様 に男 女 別 に設定 され てい た 。

{1)男 子 労働 者

a24歳 以 上 経 験7年 以 上 の熟 練 者

b20歳 以 上 経 験3年 以 上 の熟 練 者

c19歳 以 上d18歳

e17歳,f16歳

.さ ら に,第1表 に よ って,

〔2)女 子労 働 者

al9歳 以上

c17歳d

b18歳.

16歳

このような協約のもとでの収入の状況を見よう。

B)G.Rehn,"UnionismandtheWageStructureinSweden",J!r、Dunl叩ed、,TheTheoryof

1物 解D鷹 η躍'πα加 躍一YmceedingofaConferenceheldkytheノ η∫㎝ 副oπ α'&侃 剛 ∫f・455りc∫繭 吸

Macmillan&CuLtd.,1957,,226、 な お,1920-21年 度 の 民 間 部 門 の 例 で は,1250の 協 約 中,家

族 扶 養 手 当 に あ た る条 項 を 含 ん で い る協 約 は443で あ った 。 長 沼 弘 毅1各 国 家 族 手.当 制 度 論1ダ

イ ヤ モ ン ド社.1948年,p.402.

9)深 瀬 義 郎 「ス ウ ェー デ ン に お け る 団 体 交 渉 」 「新 労 働 法 講 座3」,1966年,PP、131-132,T.L

Joh(,nsbn,opd-.,PP.238,243,
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第1表 産業別時間当た り収 入 (単 位:ク ロ ー ネ,ヲ6〕

1920年 1925年 1930年

男性 女性 男女比 男性 女性 男女比 男性 女性 男女比

鉱業 ・金属加工 L67 1.02 61 L16. 0.75 65 127 0.86 68

採掘 ・石材 工業 1.44 0.83 58 1.03 0.60 58 0.98 0.67 68

木 材 工 業 1.53 0.83 54 0.99 0.68 69 1.04 0.69 66

製 紙 ・印 刷 業 1.70 0.99 58 1.11 0.69 62 123 0.74 60

食.品 1.73 1.10 64 1.31 Q.83 63 1.38 0.86 62

織 物 ・ 衣 料 1.57 0.86 55 0.99 0.66 67 0.99 0.70 71.

皮 革 ・ 毛 皮 1.75 LO8 62 1.18 0.75 64 1.22 0.79 65

化 学 製 品 1.54 0.96 62 1.ユ2 0.68 61 1.19 0.74 62

縦 の 平 均 L62 0.96 59 1.ユ1 0.71 64. 1.16 0.76 66

注="WageandtheCostofLivinginSwedenfrom1860to1930",∫ η飾〃α'ψ加♂加60配P'Rετ,'伽,
29,1934,P.527,table皿 より作成

これ らは男 女 そ れ ぞ れ の 時 間 あ た りの収 入 と,女 性 の 男 性 に 対 す る そ の比 率 を

表 わ して い る。 まず,時 間 当 た り収 入 の男 女 比 は,ど の 産 業 で も,ほ ぼ5割 か

ら6割 台 で あ る。 す な わ ち,こ の表 に 出て こ ない 農 業 を 別 とす れ ば,平 均 よ り

低 賃 金 の 産 業 は繊 維,採 掘 ・石 材 工 業,木 材 工 業 で あ るが,そ の 内部 に お い て

も,他 産 業 と 同様 か,時 に は それ 以 上 の男 女格 差 が 見 られ る 。 ま た,や は りこ

の表 に ない 建 設 業 は別 と して,こ こで 平 均 よ り高 い 賃 金 の 産 業 は,食 品工 業,.

1920年 代 で は さ ら に皮革 ・毛 皮 工 業,1930年 の 時 点 で は 鉱 ・金 属 加 工 業 とい う

こ とに な るが,そ こに お い て も,女 性 労 働 者 の 賃 金 は男 性 の 産 業 平均 を は るか

に下 まわ って い る。次 に,第2表 はユ921年 と29年 の 各 産 業 ご との 労働 者全 体 に

占 め る女 性 労働 者の 比率 で あ る。 また 第3表 は1930年 の 女性 労働 者全 体 に 占 め

るい くつ か の 産業 の女 性 労 働 者 の人 数 と比 率 を示 して い る1%対 象 年 と分 類 の

相 違 が あ るの で,表 の 直接 の比 較 はで きない が,先 に挙 げ た 繊 維 産 業 が女 性 ブ

ル ー カ ラ ー労働 者 の2分 の1弱 を 占め,そ の 内 部 で も女 性 労働 者 比率 が過 半 を

10)第1表 は ス トックホルム大学社 会科学研究所が1933年 に発表 した所得調査報告 巾の原表 を もと

に,抜 粋 ・概算 して作成 した。第2表 の原表は,SAF・LOが1948年 に設置 した女性 の賃金 その

他の問題 を調査する合同特 別委員会が,1951年 に出 した報告書の表が もとになっている。第3表

の原表はセ ンサス ・デー タから作成 され てい る。
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第2表 産業 別女性労働者比率(%〉 第3表 主要産業 に.おける

女性労働者分布(1930年)
1921年

3.6

6.4.

2.0

29.4

33,5

67.9

34.9

32.7

18.6.

1929年

4.6

4.5

1.3

31.4

31.9

69.0

39.5

32.8

正8.7

77

鉱 業 ・金 属 加 工

製 陶 ・石 材 業

木 材 工 業

製 紙 ・印 刷 菜

食

織 物 衣 料

皮 革 毛 皮

化 学 製

全 産 業

注=

」躍'εη皿'謬.θηロ♂

lil業部 門 の女 性 労 働 者 総 数143.000人

金 属 ・機械製造

食 品 ・飲料品製造

織物 ・衣料製造

12,000人8%.

17、000人12%

66,000人46%

"EnguiryonEqualPayinSweden
,

'41みr擢rR2τ,惚zσ64-l

July1951,p.96の 原 表 よ り 一 部 抜 粋

注;A.R6ssel,TheEmpl碑mentofWomen

inSW巴den,1鷹 σ,震α加 陞αJLα ろθ配rR副6盟,

71-3、1955,p,279,cableNよ り 抜 粋 し て

作 成

超 え る こ と,食 品,金 属 産 業 にい る女 性労 働 者 は女 性 ブ ル ー カ ラー 全体 の1割

前 後 に す ぎ な い こ と な ど,こ こか ら も女性 が.全体 と して低 賃 金 層 で あ る こ とが

概 観 で きよ う。

1970年 代 半 ば,歴 史学 者 のGunnarQvistは,LOの 中 央 諸 機 関 や 大 会 の文

書 ・議 事録 等 の 調査 を行 い,そ れ らを も とに 「スウ ェー デ ン ・LOと 労 働 市 場

の 女性(1898-1972)」 と題 す る論 文 を 発表 した。 それ に よれ ば,1930年 代 以 前

のLOに は,男 女 同 一 賃 金 原 則 の 取 り組 み に対 す る 抵 抗 も し くは 躊 躇 が 見 ら.

れ る。 女 性 労 働 者 は社 会 民 主 労働 党 の 女性 た ち と と もに,男 女 別 建 て の 賃金 シ

ス テ ム を始 め,当 時 の労 働 市 場 に お け る女 性 差 別 問 題 に強 く抗 議 し続 けた。 し.

か し,先 に 述べ た1909年 の 決 議以 後 は,LO大 会 で も,ま た大 会 につ ぐ上 級 決

定機 関 で あ る代 表 者 評 議 会 で も,女 性 賃金 の 問題 が 正 式 に論議 され た形 跡 は な

く,1926年 大 会 で こ の 問題 を取 り上 げ る試 みが な さ れ た 時 も,LO中 央 の執 行

部 は これ を意 図 的 に 無視 した とい う。 労働 組 合運 動 が こ の よ うな 消 極性 を示 し1

た の は な ぜ か 。 当 時 の 事 情 と して,Qvistが 挙 げ るの は お もに次 の諸 点 で あ る。.

第 一 に,1909年 の ゼ ネ ラル ・ス トライ キ の大 敗 北以 降,LOの 中 で は,と りわ

け 賃 金 問 題 の 決 定 につ い て 分 権 状 態 が 続 い て お り,各 組 合 の 賃 金 政 策 に対 し
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LO中 央 が 強 力 な影 響 力 を行 使 し うる状 態 で は なか った。 第 二 に廼 当 時 の労 働

組 合 に お い て は,女 性 の 低 賃 金 は男 性 の足 を引 っ張 る とい う こ とか ら,女 性 の

就 労 そ の もの に対 して 否 定 的 な見 解 が す くな くなか った 。 そ して 第 三 に,使 用

者 側 が,男 女 同 一 賃 金 原 則 に対 し,「 しば しば ま っ た くバ イ オ レ ソ トな」 ほ ど

の 強 い 抵抗 を 示 した こ とが,こ れ ら と組 み合 わ さ っ て作 用 して い だ%以 下 で

は,こ れ ら の諸 点 に留 意 しつ つ,先 述 の 産 別 全 国協 約 の 形 成 過 程 を 再 度 振 り

返 っ て み よ う。 、

《使 用者側 の賃金政策 と産別協約》20世 紀 の 最 初 の10年 程 の 間 に,使 用 者 側 の

労働 組 合政 策 に は大 きな 戦 術 の転 換 が 見 られ た 。 そ れ まで の組 合否 認 の方 針 か

ら,労 働 組 合 の存 在 を一 応 承 認 した 上で,広 範 か つ 統 一 的 な ロ ック ア ウ ト戦 術

の 発 展 と協 約 の 活 用 を と お して,組 合 側 に対 処 ・.対抗 す る.方針 へ と変 わ っ て

い っ た の で あ る。 い くつ か の 立場 の 違 い か ら,当 時 ま だSAFの 外 部 にい た 建

設 業 と機 械 工 業 の二 使 用 者 組 織 が,SAFを 説 得 して,・こ の よ うな 方 策 に向 か

わ せ て い った とい う1%し か し,採 用,解 雇,労 働 の配 置,指 揮 ・命 令 は使 用

者 側 の 自 由 に任 され るべ きで あ る と して,こ う した経 営 専 決権 の 主 張 に よ りあ

らか じめ労 使 交 渉 の範 囲 を限 定 し..ク ロー ズ ド ・シ ョ ップや ユ ニ オ ン ・シ ョッ

プ お よ び シ ニ オ リテ ィ要 求 を排 除 しよ う とす る使 用 者 側 の戦 略 は,組.合 側 の強

い 反 対 を呼 び起 こ した 。 そ こで,1906年,SAFは ゼ ネ ラル ・ロ ック ア ウ トの

実 施 を 示 唆 す る とい う強 硬 手段 に よ って,LOと 自身 の 問で 上 記 の経 営 専 決 権

を 承 認 す る 中央 協 定 を獲 得 す るに 至 る。 この協 定 に は 同時 に,労 使 が相 互 に 団

結 権 を承 認 す る規 定 も含 まれ て い た が,実 際 に は そ の解 釈 をめ ぐって依 然 と し

て使 用 者側 と労 働 組 合 と の間 で 対 立 が続 き,さ らに賃 下 げ を求 め る使 用 者 側 と

これ に対 抗 す る組 合 側 と の 間 で,そ の 後 数 年 間争 議 が 頻 発 した 。 この 期 間,

LO中 央 は 規 約 上 は まだ加 盟組 合 の 賃金 交 渉 内容 に 介 入す る権 限 を持 って い な

11)G.Qv蛤t,"TheLandsg【 呂allisatbnεn(LO)inSwedenandWomenonthe.LzbmvMarket

(1989-1973γ 戸,1η『θη～砂'oημ〃 側 川 副 け.&瞬o如 離,winter1975-76,5-4,pp.122-140.

12)T.L.Johnstun,ψ.`証,p.84.た だ し,1909年 の ゼ ネ ・ス ト後,ア ンチ.一.ユニ オ ン的 な立 法 の

試 み が数 回行 われ た が,こ れ らは 当 時 の社 民 党 と自 由党 と の連 携 関 係 に よ って 阻 止 さ れ た。
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か った に もか か わ らず,先 の 中央協 定 に促 され て紛 争 の収 拾 に乗 り出 して い く。

こ う して,ゼ ネ ラル ・ス トライ キ の成 功 は望 め な い とい う状 況 判 断 の もとで,

当時 の不 況 と失 業 を背 景 に,LOは 当 事 者 の 組 合 に対 し,賃 下 げ を 容認 した協

約 を締 結 す るよ う求 め る役 割 を引 き受 け る結 果 に な った。

1909年 には,一 方 で傘 下組.合の 不 満 が 高 ま り,他 方 で 使 用 者 側 が 産 業 の枠 を

超 えた 大 規 模 な ロ ック ア ウ トを実 施 す る とい う事 態 を受 けて,LOは ゼ ネ ラル

ス トラ イ キ に踏 み 切 る。 だが,こ れ は結 局 労 働側 の 大 きな敗 北 に終 わ った 。 そ

の時 点 でLOは 工 業 労 働 者 の3分 の2,23万1千 人 を組 織 して い たが,こ の

敗 北 に よ って 一 挙 に 組合 員が2分 の1以 下 に激減 す る程 の打 撃 を受 け る こ とに

な った ので あ る。1912年 以 降再 び組 合 員 は増 加 し始 め1917年 に は よ うや く以 前

の総 数 まで 回復 した が,LO中 央 が 再 び 傘 下 組 合 の 賃 金 交 渉 と協 約 締 結 を 強 力

に統 制 す る こ とは 当 面不 可 能 に な り,こ う して労 働 運 動 内で は経 営 側 と対 照 的

な分 権 状 態 が続 い て い く。 しか も,こ の1909年 の労 働 側 の大 敗 北 以 降 使 用 者 側

の 協 約 政 策 は新 た な進 展 を見 せ た 。 そ の 一つ は,平 和 義 務 や 交 渉 手 続 きな ど,

労 働 争 議 を 規 制す る規 定 を協 約 中 に加 えて い った こ とで あ る。 ま た,い くつ か

の 使用 者 団 体 は,か ね てか ら法 的 な規制 も要 求 してい た が,1928年 制 定 の 団体

協 約 法 と労働 裁 判 所 の判 例 に よ って,経 営.専決 権 の うち,と くに労 働 配 置,指

揮 ・命 令 をめ ぐる使 用 者 の 権 限 が い っそ う拡 張 され る よ う に な った13,。も う一

つ の進 展 は 交渉 と協 約 締 結 の主 体 を個 々の企 業 か らそ の上 部 の 各 使 用 者 組織 に

移 して,使 用 者 側 の交 渉 力 ・対 抗 力 を高 め る と と もに,組 合 側 に対 して も,産.

業 単位 で の協 約 締 結 を求 めて い った こ とで あ る。 事 実 す で に触 れ た1908年 の機

械 工 業 で の 最 初 の単.一協 約 は使 用 者 組織 か らの強 い働 きか け に よ って 初 め て 実

現 した もので あ った 。 そ の後 の産業 別協 約 と産業 別 労 働 組 合 へ の 移 行 もま た,

労 働 組 合 の側 とい う.よりは使用 者側 の力 と戦 略 の発 展 を触 媒 と して 初 め て進 展

した 。使 用 者側 の圧 力 が,翌 年 の ゼ ネス トの敗 北 に よ って 生 じた い くつ か の 組

合 と多 くの 支部 の活 動 停 止 とあ い ま って,産 業 別 組 織 へ の 再 編 に対 す る 組 合 の

13)E,Ericbδen,ゆ.`此,PP.686-688,
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抵抗を崩す決定的な契機となったのである。

使用者側が組合に対 し産業別の組織化と協約を求め,圧 力を加えてい.つた動

機としては,次 の二点が挙げられよう。第一に,同 一産業の中でいくつも割拠

し,か つ産業を越える原理に基づいて賃率を設定しようと求めるクラフ ト・ユ

ニオンや原料別組合は,各 産業ごとの生産性と市況に合わせた賃金調節を求め

る使用者側にとって,克 服されるべき障害であった。第二に,産 業内のすべて

の職種の賃率を包括的に決定する産業別協約は,各 企業が..ヒ記の専決権に基づ

いて滞 りなく労働配置を変更するために有効な前提条件のひとつでありうる。

もちろん使用者側は,そ の産業だけでなく各企業ごとの事情に合わせた賃金決

定をも求めるのであるが,当 時の全国協約はそうした要請を強く阻むようなも

のではなかった。出来高賃金 シ.ステムがかなり普及 していたばか りでなく,

ブルーカラー労働者の多 くに適用されている最低賃金システムという形態は,

事業所レベルで実勢賃金が弾力的に決定されることを前提 しているからであ

る。

実際,不 況期には使用者はしばしば実勢賃金の切 り下げに訴えた。ζれに対

し,組 合側は,す くな くとも協約有効期間中だけは,本 人の同意なしに実勢賃

金を切下げないという条項を次第に獲得 していったが,実 勢賃金の水準は依然

として協約外で決定されて㌔.・た1%さ らに,賃 金切 り下げのもう一つの方策は,

解雇や労働配置などをめ ぐる使用者の専決権 と女性の低賃金を組み合わせるこ

とであった。すなわち男性を解雇 して,代 わ り.により低賃金の女性をその職務

につけるということが現実に行われたのである。労働裁判所の判例も,使 用者

側の解雇の自由を理由に,こ の種の方策は違法ではないとした(1932年 第65号

事件)。先述 したように1920年 代には,賃 金中の家族手当的な付加部分が消え.

ていったが,こ れ もまた物価の鎮静と不況 という状況下で労働コス ト節約を図

る使用者側からの提案を直接の契機としてなされたものであった。鉄鋼業がそ

14)G.Rehn,一n`鼠,p.2%,A.Vlctorin,``TheI】 ■p】cmcntatiQ【iandWagePolicy=CentralizedCol・

1㏄riveBargaininginSweden叩,3昭 π読 πμτ加 ηS'露 総 ゴ"加w,19,1975.p.313、
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の例 で,労 働 組 合 は当 初 む しろ そ の存 続 を主 張 して い た の で あ る。 他 方,当 時

の ヨー ロ ッパ 諸 国 で は,家 族 手 当 は衰 退 す る産 業 の 低 賃 金 の 補 完 策 と して機 能

す る性 格 を もっ てい た た め,ス ウ ェー デ ンに おい て も,繊 維 産 業 で は 家族 手 当

は 第二 次 大 戦 後 まで 長 く存 続 す る こ とに な る1%い ず れ にせ よ産 別 全 国協 約 の

発 展 は,賃 金 収 入 の 低 下 も し くは停 滞 を と もな って い た 。 この こ とは先 の第1

表 か ら も うか が う こ とがで き るが,こ こで は第4表 に よ って年 間 と時 間 あ た り

収 入 の変 化 を名 目 と実 質で それ ぞれ 示 そ う。 こ こに は1920年 代 の戦 後 不 況 と大

量 失 業 とい う事 態 が 反 映 してい る。 失 業 率 は1922年1月 に34%で ピー ク とな り,

そ の後 低 下 したが,1920年 代 に は10%を 下 まわ る こ とは なか っ た ので あ る15}。

こ う した 不 況 と失 業 を考 え合 わ せ るだ けで も明 らか な こ とで あ るが,こ の時 期

に 綜,団 体 交 渉 の発 展 も,労 働 協 約 の 内 容 と機 能 も,と もに使 用 者 側 の政 策 に

よ って リー ドされ て い た とい っ て差 し支 えな い で あ ろ う。

II連 帯賃金政策の形成 と女性

使 用 者 側が 男 女 別 賃 金 シ ス テ ム を維 持 し,そ こか ら利 益 を得 る こ と を可 能 に

して い た の は,こ の よ うな状 況 で あ った 。他 方,労 働 組合 の側 は,当 然 この 問

題 を認 識 して い た。 しか し,そ れ は,自 身 が かつ て決 議 した男 女 同 一 賃 金 原 則

の推 進で は な く,む しろ女 性 の 雇 用 を 制 限 せ よ とい う要求 とな って 現 れ る。 こ

う して,失 業 が 再 び増 大 し始 めた ユ93ユ年 のLO大 会 に 提 出 され た 動 議 の ひ と

つ は,公 共 部 門 に お け る既 婚 女 性 の 雇 用 を 禁止 す る立 法 を要 求 して い た 。 そ の.

理 由 と して挙 げ られ た の は,女 性 は 結 婚 に よ って経 済 的保 証 を獲 得 す るの で あ

るか ら,彼 女 よ り働 く 「必 要 の 大 きい 者 」 の職 務 を奪 うの は,反 市 民 的 な行 為

で あ る とい うこ とで あ った 。 執 行 部 の勧 告 に よ り,こ の動 議 は退 け られ た 。 し

か し,夫 婦 の 同時 雇 用 に反 対 し続 け る組 合や 既 婚 女 性 を先 行 解 雇 す る慣 習 な ど,

15)拙 稿 「ジェンダー平等:家 族政策と労働政策の接点」岡沢憲芙 ・宮本太郎福 「比較福祉国家論
一 揺らぎとオルタナティブ」法律文化社,1997年,PP.187一 ヨ97

16}戸 原四郎 「福祉国家スウェーデンの生成と展開」,東京大学社会科学研究所 「福祉国家1一 福

祉国家の形成1,東 京大学出版会,1984年,pp.296-2卯.
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第4表 製 造 業 と工 業 の 男 性 労働 者全 体 の収 入

(額は クローネ,指 数 は1910-1913年 を上00とした数字)

年 間収 入 時間当た り収入
年

貨 幣 け ローネ〉 実 質 貨 幣 〔クローネ) 実 質
生計費指数

1920 278.1 100.3 384.9 138.9 277.2

21 185.9 96.5 263.0 136.6 192.6

24 193.9 108.4 256.1 143.2 178.8

26 205.0 116.9 270.0 154.0 175.3

28 199.8 114.6 272.6 156.3 174.4

1930 213.5 127.5 283.3 169.1 ユ67.5

往:出 典第1表 と同じ、table[[,p.529よ り抜粋作成

労働 市場 に お け る既 婚 女 性 差 別 を 問題 に す る女 性 代 議 員 か らの提 起 に対 して,

大 会 は な ん ら の態 度 も表 明 し よ う とは しなか っだ ㌔

労 働 組 合 運 動 の歴 史 に 関 す る も う一 人 の代 表 的研 究 者,KlausAmarkは,

男女 同一 賃 金 要求 に は も と も と二つ の立 場 が あ っ た とい う。 そ の 一つ は,男 性

との 平等 を 求 め る ラ ジ カ ル な女 性 た ち の 要求 で あ り,も う一 つ は,男 女 に 同 じ

賃 金 を払 わね ば な ら ない な ら使 用 者 は男 性 の ほ うを選 ぶ だ ろ う と期 待 す る,す

な わ ち 「仕 事 をめ ぐる競 争 か ら男性 を保 護 す る政 策 の一 部 と して 」,.同一 賃 金

を 要 求 した保 守 的 な 男性 た ち の 立場 で あ る18,。も と も とそ うで あ る な らば,今

度 は 女性 の雇 用 制 限 と い う古 くか らの方 策 に よ っ て,男 性 の 雇用 と賃 金 を保 護

しよ う とい う発 想 が 労 働 組 合 の 側 か ら出 て きて も不 思 議 で はな い 。

女 性 組 合 員 は,1930年 代 の始 め までLOの 組 合 員 総 数 の 約1割 に しか 到 達

せ ず,少 数者 で あ った 。 組 合 の 上級 機 関 は男 性 で 占め られ,し か も,そ の組 合

が 決 定 す る賃 金 政 策 の 内容 に対 し,LOが 積 極 的 に働 きか け る態 勢 は もはや 消

え 失 せ た か に 見 え た。 だ が,.次 に検 討 す る連 帯 賃 金 政 策 の 形 成 ・発展 と と もに,

=7)G.Qvis亡,ρp.,it.pp.131-132

18)K.Amark,"S【dalD巳mocracyandtheTradeUnionMovement:SolidarityandthePolitics

ofSelf-lnteτeS♂,K.Mlsgeld,K.MohnandK.Amark,α ご`己anySひciafDemo`擢`y.ACenturyげ

theSaialDemo`ratecLabourParty'nSweden,TheP㎝nsylvan三aStateUn孟versityPress,1992,
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スウェーデンにおける産業別賃金交渉体制の形成と女性賃金問題(83)83

これ ら全 て に変化 が現 れ る。

(連帯賃金政策の形成》 す で に 述 べ た よ うに,産 業 別 協 約 体 制 に あ っ て も,労

資 の 力 関係 は,企 業 内 に お け る個 々 の 労 働 者 の 実 勢 賃 金格 差 に影 響 す る。 の み

な らず,産 業 別 交 渉 に は,同 様 職 種 も し くは 同 レベ ル の 熟 練 を 要 す る 職種 で

あ って も,産 業 ご との賃 金 格.差を生 じる可 能性 が も と も と内包 され て い る。 そ

して,こ の格 差 は,使 用 者 側 の 力 と と もに 一層 増 幅 さ れ るで あ ろ うD

これ に対 抗 して,低 賃 金 労 働 者 の 改 善 と産 業別 賃 金格 差 の縮 小 を追 究 す る連

帯 賃 金 政 策 は,ま さ に 産 別 協 約 発展 の 後 を 追 う よ うに して 登 場 した 。 この 政

策 は,.当 時 の 組 合 員 拡 大 の 努 力 と,.LOの 中央 集権 化 をふ たつ の 契機 と して形

成 さ れ て い る。 まず,第 一 の 点 か ら見 て い こ う。 第5表 は,1909年 の ゼ ネ ラ

ル ・ス トラ イ キ の敗 北 後 に お け るLOの 組 合 員 数 の 回復 と増 大 の推 移 を示 し

てい る。 この よ うな 回 復 は,お もに農 業 ・林 業 労 働 者 の 加 入 を促 進 す る た め に,

組 合 が 低 賃 金 労 働 者 層 の改 善 に力 を入 れ た こ とに よ って始 ま つだ9釦。 この 努 力

は,や が てLO全 体 の協 力 態勢 に発 展 してい く。

そ れ は ま ず,失 業 率 と賃 金 低 下 が ピー クに達 した1922年 のLO大 会 で の 合

意 に 結 実 した 。 す な わ ち,こ の 大 会 に よ6て,LOが 傘 下 の 組 合 に対 して ス ト

ラ イキ の 支援 を 決定 す る際 に は,そ の優 先 権 は低 賃金 労 働 者 に あた え られ る と

い う原 則 が 確 立 さ れ 定 着 した.ので あ る。 しか も,こ の時 期 か ら,SAFは 当 時

比 較 的低 賃金 で あ っ た輸 出 産 業 の 支 払 い 能力 を全 産 業 の賃 金 基 準 にす べ き こ と

を 主 張 す る よ うに な っ てい た 。 した が って,こ の面 か ら も産 業 を越 えた労 働 組

合 間 の連 帯 を使 用 者 側 に対 置 して い く必 要が 促 され つ つ あ った とい え る。 これ

が 連 帯 賃 金 政 策 の 端 緒 とす れ ば,1936年 のLO大 会 は そ の 本 格 的 形 成 の 決 定

的 な 画期 で あ った 。 そ の 前 の 時期 に あ た る1930年 代 の 前 半 には 再 び不 況 が 悪 化

し,同 時 に産 業 間職 種 間 の 失 業 率 の相 違 を一 部 反 映 した 賃 金格 差 の拡 大 が 生 じ

て い た。 そ して,こ の よ うな事 態 は最 も低 賃 金 の 労働 者 の 間 に組 合 の存 在 意 義

に対 す る不 信 す ら呼 び 起 こ し,一 時 期 で は あ るが,未 組織 労 働 者 の組 織 化 が 停

19)以 下は,お もにT.1舶Johnson,暗 礁,p.30よ びG.Qvi鴎 ⑫`ゴ乙,PP.129,135による。
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第50LOの 男 女 組 合 員(1910-1960年)

年 男 性 前年比率 女 性 前年比率 女性比率

1910 79,500人 5,700人 6.7%

20 247,200人 3.1倍 32,800人 5.8倍 11.7%

30 495,700人 2.0倍 57,800人 1.8倍 10.4%

40 813,200人 1.6倍 157,900人 2.7倍 16.3%

50 1,038,000人 1.3倍 240,400人
L

1.5倍 ユ8.8%

60 1,150,900人 1ユ 倍 334.800人 1.4倍 22.5%

注;T.L.J(phn510h,Cθ 旋`6ゴ理 魚r即翻 ηg加∫聡廊θη'AStudyofthelabourandits

Z烈∫〃fぬo燃Geo【geAlleロandUnwin,1962,p、30の 表より抜粋 ・作成

.滞 す る とい う事 態 が 生 じ る ほ ど に な る20〕,重ね て,や は りこ の 頃,SAF内 に

お け る 勢力 分 布 の変 化 を背 景 と して,主 要 輸 出 産業 の労 働 組 合 と主.に国 内市 場

を 対 象 とす る 産業 の労 働 組 合 との 間 に賃 上 げ ・争議 戦術 を め ぐるか な りの対 立

が 生 じて い た。 こ う して1936年 のLO大 会 で は,こ れ ら の問 題 を 克 服 し う る

統一.一的 な賃 金政 策 を構 築 し,そ れ に対 応 して諸 規 約 の改 定 を お こ な う必 要 が提

起 さ れ た。 以 来,低 賃 金 労 働 者 の 待 遇 改 善 は,一 時 的 な争 議 支 援 に と ど ま るの

で は な く,す べ て の労 働 組 合 が 全 体 と して 系統 的 に 追究 して いか な けれ ば な ら

な い 課 題 で あ り,か つ そ れ がLOの 運 動 の 統 一 に と って 死 活 的 な 目標 の ひ と

つ で あ る こ とが 繰 り返 し強 調 さ れ る よ うに な る。 こ の 目標 は さ ら に,.LO中

央 が各 組合 の賃 金政 策 と交 渉 に積 極 的 に介 入 して い く こ とに正 当 性 を付 与 した。

賃 金 は 各組 合 ご との決 定 に任 され る,い わ ば独 立不 可 侵 な領 域 で あ る とい う基

本 原則 に,歴 史 的 な転 換 が 開始 され た の で あ る。 こ う して,続 く1941年 の大 会

で は規 約 改 正 が 承 認 さ れ,争 議 に 関 す るLO中 央 の 権 限 が拡 大 され た他,各

組 合 の 賃 金 交 渉 に参 加 し協 約 締結 の た め に提 案 を 行 う正 式 の 権 限 が,LO執 行

部 に 与 え られ る こ と とな った 。

《連 帯賃金政 策への女性 の統 合》LO・SAFの 両 ナ シ ョナ ル ・セ ン ター に よ る

賃 金協 定 の確 立 は 第二 次 大 戦 後 の こ とで あ った が,低 賃 金労 働 者 に対 す る特 別

20)B.Dallson,Tr認 εσ加o郡1η5㎜ 伽,TIDEN,1969,p.77.LOの 組 合 員 数 は,1921年 と33年 に

一 時 的 に低 下 した
。
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措 置 をす べ て の 組 合 の協 約 の 中 に確 保 しよ う とす る政 策 は,そ れ に先 ん.じて実

行 され た。 た とえ ば,第 二 次 大 戦 中,LOとSAFは 生 計 費 上 昇 を 補償 す る イ

ンデ ック ス協 定(1939-44年)を 結 んだ が,T.L.Johnstonは,こ の と き と ら

れ た 低 賃 金 労働 者 の た め の特 別措 置 をす で に連 帯 賃 金 政 策 の所 産 で あ った と し

て い る21)。さ ら に1944年 以 降 の賃 金 交 渉 にお い て は,LOは 各 組 合 に対 し,.女

性 の ほ うに よ り高 い率 の賃 上 げ を行 う よ うほ とん ど毎 回勧 告 を出 す よ うにな っ

た 。そ して,こ の時 か ら現 実 に各 組 合 は全 国.協約 の なか で これ を実 行 して い っ

た ので あ る。 女 性 の 低 賃 金 問 題 は,こ の よ うに連 帯 賃金 政 策 に統 合 され る こ と

で,以 前 と は ま さ に対 照 的 な 注 目 と位 置 づ け を受 け る よ うに な った.。今 述 べ た

LO内 の 中央 集 権 化 が 以 前 の障 害 を取 り除 い て,こ の こ とを可 能 に した ので あ

る。 しか し,そ れ で は な ぜLOは この よ うに女 性 に対 す る取 り組 み を 強 化 せ

ざ る を得 なか った の で あ ろ うか?

こ の 点 を 検 討 す る た め に再 び 第5表 に戻 る と,こ こで 明 らか な よ う に,

ユ920-30年 を 別 とす れ ぼ,LOの 女 性 組 合 員 は常 に男 性 以 上 の 増 加 率 を 示 して

い る。 しか し,こ の増 大 は と くに1930年 代 以 降,女 性 組 合 員比 率 の 急 速 な上 昇

に結 果 した 。.この こ との最 大 の理 由は,ホ テ ル ・レス トラ ン労 働 者 や 織 物.・衣

料 労働 者 の労 働 組 合,お よ び公 務 員 の組 合 な ど女 性 労 働 者 の多 い 組 合 が,1930

年 代 に あ い つ い でLOに 加 入 して きた こ とに あ る。 だ が,そ れ だ けで な く,

と く に こ の 頃 か らLOの 組 織 拡 大 の 努 力 は 意 識 的 に女 性 に向 け られ る よ うに

な り始 め た 。 これ は,LOの 外 部 の 要 因,す な わ ち ホ ワイ トカ ラー労 働 者 の組

合 の発 展 に よ って 促 進 さ れ た ので あ る。

20世 紀 へ の 転換 期 の 頃,.ホ ワイ トカ ラーの 女 性 労 働 者 は,ブ ル ー カ ラ ー の場

合 と同様 に,女 性 だ けの全 国組 合 を結 成 して い た 。 これ らの 多 くは1960年 代 ま

で 存 続 した が,い くつ か の組 合 は,対 応 す る男 性 労働 者 の ホ ワ イ トカ ラ ー組 合.

に次 第 に融 合 して い く。 この後,ホ ワ イ トカ ラー の 組 織化 は急 激 に進 展 した 。.

21>1942年 か ら賃 金 ・価 格 凍 結 措 置 が と られ た が,低 賃金 層 は この措 置 の例 外 と され た の で あ る 。

T.L.Johnston,op.`ど`.,PP.276,278-279
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そ.し.て,中 ・下 級 の ホ ワ イ トカ ラー 労 働 者 の 民 間.組合 が 構 成 す る連 合 体

DACOが1931年 に,ま た 公 務 員 ホ ワ イ トカ ラー 組 合'の連 合 体TC(.)が1937年

に成 立 し,さ ら に これ らが1944年 に 合併 して現 在 のTCOを 創 設 す る に至 る 。

こ の背 景 にdt,1920年 代 以 降 の 産 業 合理 化 運動 が あ った 。 これ は,管 理 ・計

算 な どの事 務 ス タ ッフや技 術 ス タ.ッフに対 す る新 た な労 働 力 需 要 を もた ら した

が,こ の結 果,一 方 で 高 度 に専 門 的 な ホ ワイ トカ ラー層 が 出 現 す る反 面,他 方

で は よ り多 くの ル ー テ ィ ンな事 務 労 働 者 が増 大 した の で あ る。 しか し,LOに

も,商 業,保 険,サ ー ビ ス,通 信 そ の他 の労 働 者 の組 合 が 存 在 して い る。 した

が っ て,上 記 の よ うな進 展 はDACO・TC(,の 組 合 とLOの 組 合 との 問 に下

級 ホ ワイ トカ ラ ー も し くは各 種 サ ー ビ ス労働 者 の獲 得 をめ ぐる激 しい競 争 を も

た ら した 。 そ して,両 者 の 連 合 体 の 管轄 が重 複 す る この領 域 こそ は,ま さ に女

性 労働 者 の 比率 が 高 く,し か も第6表 に 示 さ れ て い る よ うに,も っ と も増 加 の

伸 び が急 速 な就 業 分 野 で あ った の で あ る。 こ う して,第1図 の 労 働 力 構 成 変化

に も示 さ れ る よ うな 第三 次 産 業 化 の 進 展 の 中 で,女 性 組 合 員 獲 得 は,ホ ワ イ ト

カ ラー 組 合 とブ ル ー カ ラ ー組 合 間の 競 争,お よび そ れ ぞれ の ナ シ ョナ ル ・セ ン

ター の 間 の 組織 拡 大競 争 に と うて,ま す ます 死活 的 な意 義 を帯 び る よ う にな っ

て い った 。

〈LOの 政治運動 と女性労働者政策》 さ らに,LO`ま1932年 の 選挙 キ ャ ンペ ー ン

以 来 自身 の 政 治 的 パ ー トナ ーで あ る社 民 党 政 権 の 長期 安 定 化 を従 来 以 上 に重視

す る よ うに な った 。1920年 代 の失 業 の深 刻 化 の 中 で労 働 側 は従 来 の政 府 の 失 業

対 策 に対 す る 不 満 を募 らせ てい った が,こ の 問 題 は社 民党 と他 の諸 政 党 との 問

に大 きな 対 立 を招 き,.そ の た び に少 数 政 権 で あ る社民 党 の 下野 を もた ら した 。

この 経 験 か ら,LOは 自己 の求 め る失 業 政 策 ・社 会 政 策 の 実 現 の た め に,社 民

党 政 権 に 対 す る支 持基 盤 の 強化 と拡 大 を以 前 に も ま して 自 らの義 務 と して ゆ く

よ うにな った の で あ る2%こ のLOの 政 治運 動 は労 働 組 合 間 の連 帯 の 必 要 を一.

層 促 進 した の み な らず,LOの 女 性 政 策 に も影 響 して い か ざ る を 得 な か っ た。

22)B.Dads..,砂.d凱,PP.訓一35
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第6表 女 性 労 働 者 の 就 業 構 造(1930-1950年 〉

1930年 1950年 増大率

製 造 業

作 業 員 143,000人 148,000人 1.03倍

事 務 員 1:3.000人 48.000人 3,69倍

商 業

小 売.業
販 売 補 助 員 48.000人 98,000人 2.04倍

作 業 員 9.000人 8,000人 0.89倍

銀行 ・保険事 務員 5、000人 14,000人 2.8倍

ホ テ ル ・レ ス ト ラ ン

従 業 員 34,000人 43,000人1 1.26倍.

注=第3表 と同 じ原 表 か ら披 粋 ・作 成

第1図 労 働 力 構 成

農 ・林 ・焦 製 造

1910!ロ

1920/21

且9730/31

1940/41

1950/51

1960/6【

1970〃1

商 業 ・通 信 サ ー ビ ス

注R.ス ケース,「 社会民主主 義の動向一一 福 祉 国家 と労働者階級一 」(萩 野

浩基監訳,早 稲 田大学 出版部,生979),p.16表1-3よ り作成

第一に,ナ でに見たように,男 性のブルーカラーの組合組織率が次第に飽和

状態に近づきつつあるのに.対し,女 性労働者の組織化は今後大 きく拡大するこ

とが見込まれる分野であった。 したがって,女 性労働者の低賃金問題改善は今

や政治の側面も含めた今後の労働運動の拡大の必須の方策として登場 してくる

ようになる。第二に,当 時の連帯賃金政策は各産業部門の生産性 ・「支払い能
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力」の格差が部門間格差縮小運動の限界を画すという前提に立っていたが,そ

こから,合 理化運動に取 り残される衰退産業における低賃金問題の解決は,労

働組合運動だけでは不可能であって経済 ・社会政策による補完を不可欠とする

という認識が1930年 代に発展しつつあった。しか も連帯賃金政策におけるこの

ような理論的展開は,社 会政策理念の新 しい発展に並行 して生 じた。すなわち,

現実の政策 としての確立は第二次大戦後を待 たねばならないとは言え,こ の

1930年代から,賃 金稼得者や一部の貧困者のみならず国民一般を受給者とする

普遍主義的な社会政策概念が,労 働運動の政治戦略 と結びつきつつ,本 格的に

影響を強めるようになっていったのである。 このことは,家 族扶養の経済的負

担の一部が1賃 金ではなく社会保障 ・サービスの領域に移されてい くという政

策方向が開始されたことを意味する。

第三に,こ れらの社会政策の多くは,出 産給付の創設などに見られるように,

人口維持政策 としての性格を併せ持 っており,し か もスウェーデンのこの入口

政策は,既 婚女性の就労を権利 として保護 し,.社会的援助の対象とする政策に

同時に結びついていった点に特徴があった。.すなわち1930年 代の半ばまでは,

高い失業率 と出生率の低下という事情を背景に既婚女性の就労を制限するため

の法案が繰 り返 し提出されていたが,こ れがやがて180度 の転回を遂げ,1939

年には女性労働者の出産の権利を保障するために既婚女性の雇用と賃金を保護

するという法が施行されるまでに至 るのである。婚約 ・結婚 ・妊娠 ・出産を理

由とする女性労働者の解雇と給与その他の切 り下げを禁止するこの法律は,政

府の 「女性労働委員会」と 「人口問題委員会」によって準備された。上記の転

回に決定的な貢献を行った社民党の新しい理論家,ア ルバ ・ミュルダールとグ

ンナー ・ミュルダールはこの二つの委員会で もそれぞれ指導的役割を果たして.

いる。.さらに,こ の両者は 「家族賃金」思想に対 しても活発な批判を行った。

もともと上記の女性労働委員会設置は,共 働 き家族の 「二重賃金」を非難 し,

母親が在宅する 「一つの給与」の家族への復帰を促す政策を要求 した1935年 の

保守党の提案に端を発 していた。また当時は,子 供の数に応 じて 「家族の主な
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扶養者」である男性の賃金に手当を付加する制度を復活することによって 「家

族賃金」経済を維持 しようという提案が,保 守党のみならず幅広い部面で構想

されてお り,社 民党勢力の内部でもそれは例外ではなかった。しか し,彼 らは

著作と委員会や議会での論争などを通 じて,こ うした 「家族賃金」 システムの

思想は女性の家庭外就労を必然化 して行 く歴史的発展 に逆行するものであり,

労働運動に有害な影響を与え,か つ男女同一労働同一賃金原則に反することを

明らかにして,問 題の解決策は人口問題委員会が提案する普遍的な児童手当の

創設などの社会政策に求めるべきことを主張していったのである塾1。

男女同一労働 同一賃金原則についてのこのような理論的発展は,社 民党 と

LOの 政策に反映された。まず1939年 に,国 家公務員の男女別建て賃金が廃止

されるが,こ れは民間部門にも廃止が波及することを期待 して行われた措置で

あった。1944年 か らLOが 組合に対 し,女 性の賃.ヒげを男性より高 く設定す

るよう勧告するようになったことはすでに述べたが,そ の前年の1943年 には,

LO内 に男女同一一賃金委員会が設置されている。1944年 にはまた,社 民党の綱

領に初めて男女同一労働同一賃金原則が掲げられ,や はり同年,LOと 社民党

が発表した労働運動の戦後プログラムにおいても,こ の原則に基づ く男女賃金

格差の是正がうたわれた。

要するに,連 帯賃金政策への女性労働者の統合は,就 業構造の変化に規定さ

れたホワイトカラー組合 との競争と労働運動g政 治的側面の発展によって必然

化されたのであり,ま た,そ れと同時期 に生 じた理論的発展によって促進され

たと言えよう。 もっとも,連 帯賃金政策が,現 実に男女賃金格差を含め大幅な

賃金格差の縮小を実現 し,か つ民間部門で男女別建て賃金の最終的な廃止に至

るためには,戦 後の全産業を貫 く中央集権的な賃金交渉体制の新たな成立が必

要であった。本稿が言及した戦前における労働運動内の中央集権化は,戦 後の

新 しい交渉体制の歴史的前提の一つ となる。 しか し,特 に1930年代以降の労働

23)A.Carson,乃83御8廊 ゐ 互ψer伽 βηzゴ πF㎞ め 翫'屠 龍 η 国 画rぬ 廊 α胃4繭81π βε階 ∬

'わ沖μ'αごfoηCr壽 お,Tr司n騒ac監iQnPubli旨hers,1990,PP、61.65 ,150,174-175.
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組合運動の中央集権化は,連 帯賃金政策の形成という内的要因か らのみ進展 し

たのではない。それは,1930年 代において一層顕著になった使用者と政府の側

か らの労働組合への働きかけという外的な要因に強 く触発されて進行 したの.で

あ り,こ れ.らの要因は,労 働組合の産業別原理に内包される問題 と絡み合いな

が ら,戦 後の賃金交渉のさらなる中央集権化へ と連なってい く。ただし,こ れ

は本稿がまだ十分言及 していない過程にかかわる要因であり,し たがって別個

に稿 を改めて論 じられるべき対象である。..㌧


